
田園住居地域及び生産緑地制度の規制内容と税制措置の概要

生産緑地地区の指定のみの場合 田園住居地域へ指定した場合

用途地域における規制
［第一種低層住居専用地域の場合］
原則、農地に農業用施設、農家レ
ストラン等は建築できない

・第二種低層住居専用地域とほぼ
同等の用途制限

・直売所*、農家レストラン*、農
業用倉庫、農産物の加工場等の
建築が可能
＊床面積500㎡以下かつ２階以下

都市計画法第52条※1の
農地における建築等の

規制

300㎡未満の農地 300㎡以上の農地

市長の許可必要 原則不許可

生産緑地法に基づく規制

建築・開発規制あり
（買取申出後、３ヶ月以内に市が買取しな
い場合は制限解除）

［第一種低層住居専用地域の場合］
・原則、農地として使用
・農業用施設等は建築できない

建築・開発規制あり
（買取申出後、３ヶ月以内に市が買取しな
い場合は制限解除）

・農業用施設、農産物加工所、農
家レストラン、直売所のみ許可
により建築可能

（主な許可要件は、上記施設を除く生産緑
地面積が300㎡以上であること、上記施設の
敷地面積の合計が生産緑地地区内の20％以
下であることなど）

・生産緑地法の許可を受けた場合
は、都市計画法第52条※1の許可
不要

税
制
措
置

生
産
緑
地

旧
法

平成3年以前に指定
された農地

・固定資産税、都市計画税⇒農地評価
・相続税、贈与税、不動産取得税⇒納税猶予あり
（平成3年12月31日以前の相続は20年間の営農により免除、平成4年1月1日以降の相続
は終身営農で免除）

新
法

平成4年以降に指定
され、指定後30年経
過していない農地 ・固定資産税、都市計画税⇒農地評価

・相続税、贈与税、不動産取得税⇒納税猶予あり（終身営農で免除）
特定生産緑地

平成4年以降に指定
され、指定後30年経
過前に特定生産緑地
の指定を受けなかっ
た農地

・固定資産税、都市計画税
⇒宅地並み評価

・相続税、贈与税、不動産取得税
⇒現世代のみ納税猶予あり
（終身営農で免除）

・固定資産税、都市計画税
⇒宅地並み評価
ただし、300㎡を超える部分の
評価額は1/2に軽減

・相続税、贈与税、不動産取得税
⇒納税猶予あり
（終身営農で免除）

【参考】当初から生産緑地地区の
指定を受けていない市街化区域農
地の税制措置

［田園住居地域以外の用途地域］
・固定資産税、都市計画税
⇒宅地並み評価

・相続税、贈与税、不動産取得税
⇒納税猶予なし

別紙

※1：都市計画法第52条（田園住居地域内の農地の区域内における建築等の規制）
田園住居地域内の農地（耕作の目的に供される土地）の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物

の建設又は土石その他政令で定める物件の堆積※2を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければなりません（本条１
項）。この規制の特徴は、建築基準法や開発許可制度による規制とは異なり、建築物の建築だけでなく「その他工作物の建
設又は土石その他政令で定める物件の堆積」を行うことについても規制することにより、低層住宅と一体となる農地部分を
維持・保全するよう定められていることにあります。

※2：土石その他政令で定める物件の堆積（令36条の3）
①土石
②廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項に規定する廃棄物（ごみ、粗大ごみ等）
③資源の有効な利用の促進に関する法律2条4項に規定する再生資源（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等）



（参考）


